
令和元年

第１回市議会臨時会 議案第９号

専決処分の報告について

函館市税条例の一部を改正する条例を地方自治法第１７９条第１項の

規定により，平成３１年３月３１日次のとおり専決したので，議会の承

認を求める。

令和元年５月２１日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市税条例の一部を改正する条例

函館市税条例（昭和２５年函館市条例第２１号）の一部を次のように

改正する。

附則第７条の３の２第１項中「平成４３年度」を「平成４５年度」に，

「第５条の４の２第６項（同条第９項」を「第５条の４の２第５項（同

条第７項」に改め，同条第２項を削り，同条第３項中「第１項の規定の

適用が」を「前項の規定の適用が」に改め，同項を同条第２項とする。

附則第８条の３第４項中「第１５条第３２項第１号イ」を「第１５条

第３３項第１号イ」に改め，同条第５項中「第１５条第３２項第１号ロ」

を「第１５条第３３項第１号ロ」に改め，同条第６項中「第１５条第32

項第１号ハ」を「第１５条第３３項第１号ハ」に改め，同条第７項中「

第１５条第３２項第１号ニ」を「第１５条第３３項第１号ニ」に改め，

同条第８項中「第１５条第３２項第１号ホ」を「第１５条第３３項第１

号ホ」に改め，同条第９項中「第１５条第３２項第２号イ」を「第１５

条第３３項第２号イ」に改め，同条第１０項中「第１５条第３２項第２

号ロ」を「第１５条第３３項第２号ロ」に改め，同条第１１項中「第15

条第３２項第３号イ」を「第１５条第３３項第３号イ」に改め，同条第

１２項中「第１５条第３２項第３号ロ」を「第１５条第３３項第３号ロ」

に改め，同条第１３項中「第１５条第３２項第３号ハ」を「第１５条第

３３項第３号ハ」に改め，同条第１４項中「第１５条第３７項」を「第



１５条第３８項」に改め，同条第１５項中「第１５条第３９項」を「第

１５条第４０項」に改め，同条第１６項中「第１５条第４３項」を「第

１５条第４４項」に改め，同条第１７項中「第１５条第４４項」を「第

１５条第４５項」に改め，同条第１８項中「第１５条第４６項」を「第

１５条第４７項」に改める。

附則第８条の４第２項各号列記以外の部分中「第１２条第１７項」を

「第１２条第１９項」に改め，同条第３項第４号中「第１２条第２１項」

を「第１２条第２３項」に改め，同項第６号中「第１２条第２２項」を

「第１２条第２４項」に改め，同条第４項第５号および第６項第５号中

「第１２条第２９項」を「第１２条第３１項」に改め，同条第７項各号

列記以外の部分中「第１２条第１７項」を「第１２条第１９項」に改め

る。

附則第８条の５第３項各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同項

第１号中「氏名）」を「氏名または名称）」に改める。

附則第１４条の２第１項中「法附則第３０条第１項」を「平成１８年

３月３１日までに初めて道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）

第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項から第４項まで

において「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則第３０条第１

項」に，「当該軽自動車が初めて道路運送車両法（昭和２６年法律第

１８５号）第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この

条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して14

年を経過した月の属する年度以後の年度分」を「平成３１年度分」に改

め，同条第２項から第４項までを削り，同条第５項中「第３０条第６項

第１号および第２号」を「第３０条第２項第１号および第２号」に，「

第２項の表」を「次の表」に改め，同項に次の表を加える。

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円

第２号ア（ウ） ６，９００円 １，８００円

１０，８００円 ２，７００円

３，８００円 １，０００円



５，０００円 １，３００円

附則第１４条の２第５項を同条第２項とし，同条第６項中「第３０条

第７項第１号および第２号」を「第３０条第３項第１号および第２号」

に改め，「以上の軽自動車」の後ろに「（ガソリンを内燃機関の燃料と

して用いるものに限る。次項において同じ。）」を加え，「第３項の表」

を「次の表」に改め，同項に次の表を加える。

第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円

第２号ア（ウ） ６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円

３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

附則第１４条の２第６項を同条第３項とし，同条第７項中「第３０条

第８項第１号および第２号」を「第３０条第４項第１号および第２号」

に，「第４項の表」を「次の表」に改め，同項に次の表を加える。

第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円

第２号ア（ウ） ６，９００円 ５，２００円

１０，８００円 ８，１００円

３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

附則第１４条の２第７項を同条第４項とする。

附則第１５条第１項中「第７項」を「第４項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は，平成３１年４月１日から施行する。

（市民税に関する経過措置）

第２条 改正後の函館市税条例（以下「新条例」という。）の規定中個

人の市民税に関する部分は，平成３１年度以後の年度分の個人の市民



税について適用し，平成３０年度分までの個人の市民税については，

なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は，平成３１年度分の

軽自動車税について適用し，平成３０年度分までの軽自動車税につい

ては，なお従前の例による。


